
記 載 例

８ ４ １

八街 太郎

八街 花子

ヤチマタ タロウ ヤチマタ ﾊﾅｺ

平成８ ９ １ 平成９ ４ １

千葉県八街市八街ほ

３５番地２９

千葉県八街市八街ほ

８００番地１

千葉県八街市八街ほ ３５ ２９

八街 一郎

八街 陽子

山田 健一

山田 恵子長 二

✓

✓ ✓

千葉県八街市榎戸４１５ 山田 花子

八街 二郎 八街 二郎、八街 和子

✓

事務職 ０３ 無職 ００

八街 一郎 山田 健一

昭和４０ ８ ８ 昭和４２ １０ ２０

千葉県八街市八街い

８４番地１０

千葉県八街市八街へ

１９９番地１０６０

千葉県八街市八街い

８４ １０

千葉県八街市八街へ

１９９ １０６０

✓

✓

窓口または夜間窓口などへ提出

する日を記入してください。

○住民票に記載されている住

所を記入してください。

○離婚届と同時に、転入や転

居をする場合は、新しい住所

を記入し、住民異動届も提出

してください。

ただし、休日・夜間窓口に

提出する場合は、住民異動届

の受付はできません。そのた

め、住所は、住民票に記載さ

れている住所を記入していた

だき、後日住民異動届をご提

出してください。

○二人の話し合いによる離婚

は「協議離婚」に✓

○婚姻時に氏が変わった方が

旧姓に戻る場合のみ記入して

ください。

○婚姻前の戸籍にもどる場合

⇒✓もとの戸籍にもどる

○新しく旧姓で戸籍をつくる

⇒✓新しい戸籍をつくる

○婚姻時に氏が変わった方が

現在の氏を使用する場合は、

「離婚の際に称していた氏を

称する届（戸籍法７７条の２

の届）が必要です。

○署名は必ず本人が自

署してください。

（押印は任意）

○協議離婚（話し合

いによる離婚）の場

合は、成人２名の証

人が必要です。ただ

し、裁判による離婚

の場合は必要ありま

せん。

○必ず、証人が署名

してください。

○面会交流・養育費の

分担についてチェック

してください。

昼間繋がりやすい電話番号を

記入してください。

連絡先 夫電話 ０８０－１２３４－５６７８

妻電話 ０９０－１１１１－２２２２

八街 太郎

八街 太郎

八街 花子

親権者の定めについて真意に基づいて合意した。

夫 八街 太郎 妻 八街 花子

○戸籍の筆頭者でない

方が、現在の氏を使用

する場合は、「離婚の

際に称した氏を称する

届」（戸籍法７７条の

２の届）」が必要です。

✓

○未成年の子がいる場合

・夫または妻の単独進言

⇒親権を行う方の欄に、子の氏名（フルネーム）を記入してください。

・夫妻の共同親権

⇒夫が親権を行う子欄、妻が親権を行う子欄の双方に、子の氏名（フルネーム）を記

入してください。

・親権者指定の家事審判（家事調停）の申立て中

⇒その他欄に

「親権者の指定を求める家事審判（家事調停）の申立てがされている子 八街 二郎

（子の氏名）」と記入してください。


